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鹿児島県の最低賃金が改正されました

　先日テレビを見ていましたら、◆
新型コロナウイルス流行　今だから
こそお伝えしたい！健康ワザ◆日光

を浴びないと不足するあの「栄養素」というのが目に飛び込ん
できました。その栄養素とは「ビタミンＤ」健康な体の維持に
欠かせないもので、カルシウムの吸収や筋肉の合成を促した
り、免疫の機能を調整してくれます。体の中でホルモンのよう
に働いて、体中の細胞に様々な指令を出す、重要な働きを担っ
ています。◆そんなビタミンＤ、実は皮膚に日光があたること
で、体内に合成されるそうです。しかし、家にとじこもりがち
だと、十分な量の日光があたりません。そもそも日本人の約半

数が欠乏状態と推計されていますが、外出が減ることで、余
計に不足してしまう危険があります。そこで、上手に摂取する
ための「２つの鉄則」を紹介します。①食べて補給！ビタミン
Ｄが多く含まれる食品　まずはサケ。1切れで、1日に必要な
量がまかなえるそうです。ほかにもアジ、サバなどの青魚やキ
ノコ類にも、豊富に含まれています。一方で肉類や穀物にはほ
とんど含まれていないため、日光にあたらなくなりがちな方は、
魚やキノコ類を意識して食べるのがオススメです。②浴びて補
給！ビタミンＤに必要な日光浴時間　青魚やキノコ類が苦手な
方は、1日15分～ 20分、顔や両腕を出して、日光浴するだけ
でも効果的。皆さんも是非実践してみては如何でしょうか。

2020年（令和２年）
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　　　【鹿児島県最低賃金が令和２年10月３日より時間額793円に改正されました。】

●�最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどすべての労働者に適用され、使用者は労働者に対し、最低賃
金額以上の賃金を支払わなければなりません。

●�特定（産業別）最低賃金の産業に該当する場合は、当該最低賃金も適用されます。
●最低賃金には、次の賃金は算入されません。
　①臨時に支払われる賃金（結婚手当など）　　　②一月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など）
　③時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金　　④精皆勤手当、通勤手当、家族手当

〈最低賃金に関するお問い合わせ先〉
鹿児島労働局賃金室　（電話）099-223-8278　　　　　川内労働基準監督署　（電話）0996-22-3225
鹿児島労働基準監督署（電話）099-214-9175　　　　　加治木労働基準監督署（電話）0995-63-2035
鹿屋労働基準監督署　（電話）0994-43-3385　　　　　名瀬労働基準監督署　（電話）0997-52-0574　

守ってね !　最低賃金。
鹿児島労働局賃金室

最　低　賃　金　額 効　力　発　生　日時　間　額

793 円 令和２年10月3日

【労働者の皆様へ】
　最低賃金額以上の賃金が支払われていない場合には、最寄りの労働基準監督署（鹿児島、川内、
鹿屋、加治木、名瀬）にご相談ください。また、土・日・祝日（９時～21時）や夜間（17時～22時）にも
「労働条件相談ほっとライン」（℡0120-811-610）で相談を受け付けています（12月29日～1月３日を
除く）。

【事業主の皆様へ】

　最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業として、業務改善助成金があ
りますので、鹿児島労働局雇用環境・均等室（099-223-8239）まで、お気軽にご相談くださ
い。また、最低賃金の改正に伴って賃金を見直す場合など、最低賃金に関するご相談には、鹿
児島働き方改革推進支援センター（土・日・祝日を除く９時～17時 ℡0120-221-255）をご活
用ください。専門家による無料相談を実施しています。
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「新型コロナ感染症への心理的対応と　　　　　　
　　　　　　ダブルバインド（二重拘束）」

鹿児島産業保健総合支援センター産業保健相談員　　　　　　

鹿児島大学名誉教授　久　留　一　郎　

　コロナ感染症のパンデミックにより、今までにない「新しい生活様式」が出現し、テレワーク、オンライン授業、

マスクをかけての心理面接など戸惑うことの多い毎日である。

　コロナウィルスという「モノ」に対する距離の取り方が「心理的（こころ）な距離の取り方にも影響を与えている。

三密という心理的距離と身体的距離の在り方がカウンセリングという心理治療構造にも影響を及ぼしている。心理面

接（カウンセリング）の構造は時空間と深い関係にある。社会的距離は親密であり、空間は自由で安心できる「非日

常的空間」であり、会話は外に漏れないような空間として構造化されている。

　コロナという「モノに対する区別的関係」とコロナ感染症の「人間に対する差別的関係」が同一視され、混とんと

しているように思われる。いわば、二重拘束（ダブルバインド）の状況にあるといえよう。人の「ココロ」が「コロ

ナ」感染症を生み出しているとも思われる。日本においては仏教（空海）の教え「三密」が知られている。身
しん

密
みつ

：身

体行動についての教え、口
く

密
みつ

：言葉・発言についての教え、意
い

密
みつ

：心、考えについての教えという考えがある。まさ

に人に対するありようを示していると思われるが、この現状を見て空海は何というだろうか。ココロは「密」に、コ

ロナは「粗」にだろうか。

　この新生活様式になって気になる新しい障害（心理的反応）？が生まれてきたような気がする。「まじめで責任感

の強い人間」がコロナによる心理的反応を示し、自粛ポリスのような監視的言動を示し、自己完結的な人間が権力志

向的な言動を示すなどがそうである。

　例えば発達障害のある人の中には新生活様式になじめているのか気になる。今までの生活様式から急にマスクをつ

けることになり、対面で食事をしないこと、会社や学校に行かず家に閉じこもりテレワークをすることなど、こだわ

りの強い発達障害（ASD）の人間の中には新生活様式に馴染めるのか気になる。

　日本的文化においては「同調圧力」という心理的反応が強くなる、と言われる。特に「世間体」という同調圧力は

日本的刷り込みにより、「監視的行動や自粛的行動」を煽りがちである。「マスクをしない人間は職場に出てくるな」

という圧力的言動はしばしば見られる。「置かれたところで咲きなさい」も、危険なにおいがするこの頃である。自助、

共助という「同質性の強調」が煽られ、「異質性の排除」を煽りやすい。正しく見えることの背景には危険な人間観

も潜んでいることに気づくことが大切である。

　この混とんとした心理社会的状況から、新しいメンタルヘルス支援のあり方や真の人間関係のあり方を中心にした

「新生活様式」が生まれることを心から願っています。
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安全衛生に係る優良事業場を表彰しました
鹿児島労働局健康安全課　

　鹿児島労働局は、全国労働衛生週間（10 月1日～７日）に合わせて、安全衛生水準が高く他の模範と認められる、
下記の県内３事業場を鹿児島労働局長奨励賞として表彰しました。
　同表彰は例年、全国安全週間（７月1日～７日）の行事の一環として開催されている「鹿児島労働安全衛生大会」
において、執り行っていましたが、今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点で、同大会が中止となった
ことから、全国労働衛生週間に合わせて実施したものです。

記

パ
ぱ な そ に っ く で ば い す

ナソニックデバイス S
さ ん く す

UNX 九
きゅうしゅうかぶしきがいしゃ

州株式会社（南さつま市）

株
かぶしきがいしゃ

式会社　瀬
せ と

戸産
さんぎょう

業　長
ながしまこうじょう

島工場（出水郡長島町）

出
いずみしゅぞう

水酒造　株
かぶしきがいしゃ

式会社（出水市）

11 月はテレワーク月間です
【概要】テレワーク推進フォーラム（総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、学識者、民間事業者等に
よる構成）の主唱により行われるテレワーク普及推進施策の 1 つです。
　2015 年より 11 月を象徴月間とし、テレワーク実施企業／団体／個人のみならず、関連の研究活動・啓発活動・
支援活動などに係る皆様と広く手をつなぎ、働き方の多様性を広げる国民運動になることを目指します。

テレワーク月間専用サイト　http://teleworkgekkan.org/　 テレワーク月間 検索
・テレワークに関する活動を実施している企業や個人の情報、テレワーク月間に関するイベントの情報などを掲載
・テレワークに関する活動を実施している個人や企業を募集
・�専用サイトから参加登録すると、参加証としてテレワーク月間のロゴマークが配布され、ホームページや名刺
に掲載するなど、自由にご利用いただけます。

鹿児島労働局雇用環境・均等室　099-223-8239

パナソニックデバイス  瀬戸産業

出水酒造
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　労働保険は

労災保険（労働者災害補償保険）と雇用保険を総称し

た言葉です。

　法人・個人を問わず事業主の方は、正社員、パート、

アルバイトといった雇用形態に関わらず、一人でも

雇ったら労働保険に必ず入らなければいけません（５

人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産事業を

除く）。

　労働保険は、従業員の安心と会社の安定のための保

険。

「そもそも知らなかった」

「小さい会社だから大丈夫だと思っていた」

「設立準備が忙しくて忘れてた」

など、様々な理由があると思いますが、従業員のため、

会社のために加入することは事業主の責任です。

　まだ加入手続を行っていない事業主の方、起業して

新たに労働者を雇った事業主の方は、速やかに手続を

お願いします。

11月は「労働保険適用促進強化期間」です!
鹿児島労働局労働保険徴収室　　

加入手続を怠っていると

１　遡って保険料を徴収するほか、追徴金も徴収します。
２　労働災害が生じた場合、労災保険給付額の全部又は 一部を徴収することがあります。
３　事業主の方のための助成金が受けられません。

　労働保険の各種手続は、電子申請・電子納付によっても行うことができます。
　電子申請の詳しい内容については、「電子政府の総合窓口（e-Gov）」電子申請のページ（https://
www.e-gov.go.jp）又は厚生労働省HPをご覧ください。

※ 労働保険の手続きは、社会保険労務士または労働保険事務組合（商工会等）に委託して行うことも可能
です。

【労働保険事務組合に委託した場合】
１　事業主自身の事務処理が軽減されます。
２　保険料の額に関わらず、保険料を年間３回に分けて納付できます。
３　事業主及び家族労働者も労災保険に特別加入できます。

＜問い合わせ先＞
鹿児島労働局労働保険徴収室（℡ 099-223-8276）
又は、最寄りの労働基準監督署・ハローワークまで

厚生労働省HP　　　http://www.mhlw.go.jp

労働保険 検索
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令和２年９月末（速報）　業種別死傷災害発生状況
鹿児島労働局

令和２年 令和元年 増減数
死傷者数 死亡者数 死傷者数 死亡者数 死傷者数 死亡者数

　　全産業 1,325 14 1,328 9 －3 5 
1　製造業 244 2 236 1 8 1 

1　食料品製造業 141 139 1 2 －1 
４　木材・木製品製造業 12 20 －8 
９　窯業土石製品製造業 12 9 3 
11 ～ 12　金属製品製造業 14 1 17 －3 1 
13 ～ 15　機械機具製造業 27 14 13 
上記以外の製造業 38 1 37 1 1 

２　鉱業 1 0 1 0 0 0 
３　建設業 203 3 203 2 0 1 

1　土木工事業 74 2 82 －8 2 
２　建築工事業 108 1 99 2 9 －1 
３　その他の建設業 21 22 －1 

４　運輸交通業 144 2 134 1 10 1 
1　鉄道・航空機業 3 2 1 
２　道路旅客運送業 8 3 5 
３　道路貨物運送業 133 2 128 1 5 1 
４　その他の運輸交通業 0 1 －1 

５　貨物取扱業 6 0 24 0 －18 0 
1　陸上貨物取扱業 1 7 －6 
２　港湾運送業 5 17 －12 

６　農林業 59 2 76 3 －17 －1 
1　農業 32 34 1 －2 －1 
２　林業 27 2 42 2 －15 

７　畜産・水産業 70 1 65 0 5 1 
８　商業 177 3 198 0 －21 3 

1　卸売業 27 35 －8 
２　小売業 123 3 148 －25 3 
３　理美容業 4 1 3 
４　その他の商業 23 14 9 

９　金融・広告業 9 0 12 0 －3 0 
11　通信業 25 0 19 0 6 0 
12　教育・研究業 9 0 8 0 1 0 
13　保健衛生業 206 0 188 0 18 0 

1　医療保健業 83 75 8 
２　社会福祉施設 121 112 9 
３　その他の保健衛生業 2 1 1 

14　接客娯楽業 67 0 75 0 －8 0 
1　旅館業 14 20 －6 
２　飲食店 27 38 －11 
３　その他の接客娯楽業 26 17 9 

上記以外の事業 105 1 89 2 16 －1 
10　映画・演劇業 0 
15　清掃・と畜業 53 51 1 2 －1 
16　官公署 2 2 
17　その他の事業 50 1 38 1 12 

陸上貨物運送事業（４－３・５－1） 134 2 135 1 －1 1 
第三次産業（８～ 17） 598 4 589 2 9 2 

　①　死傷者数は、当月末までに発生した労働災害の被災者を翌月７日締めで集計したもの。
　②　死傷者数は、労働者死傷病報告のうち休業見込み日数が４日以上の災害によるもので、死亡者を含みます。
　③　死亡者数は、各労働基準監督署の調査等により把握したもので、労働者死傷病報告が未提出の場合もあります。
　④　下段の陸上貨物運送事業（４－３・５－1）及び第三次産業（８～ 17）は、別計。

令和２年度
特定自主検査強調月間

令和２年11月1日

▲

11月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
安心と　心のゆとり　特自検

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
主唱 /公益社団法人建設荷役車両安全技術協会

2020年（令和２年）
秋季全国火災予防運動

令和２年11月９日（月）から11月15日（日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
その火事を　防ぐあなたに　金メダル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

11月９日は　「119番の日」
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　いわゆる就職氷河期世代は、たまたまバブル崩壊後の厳しい経済状況の時期に、学校卒業時における就職活動を
行った世代であり、その中には、希望する就職ができず、現在も、不本意ながら不安定な仕事に就いている、無業
の状態にあるなど、さまざまな課題に直面している方々がおり、国や地域レベルで一人一人の状況に応じたきめ細
かな支援に取り組むことが求められています。
　このため、「ハローワークかごしま・ワークプラザ天文館」及び「ハローワーク国分」では、「35歳からのステッ
プアップ窓口（就職氷河期世代支援窓口）」を設置し、安定した雇用を希望する35歳以上55歳未満の方に対する専
門的な集中支援を行っています。
　新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない状況ではありますが、就職氷河期世代の方々への支援は、社会全
体で取り組むべき喫緊の課題であることから、これまで不安定就労等を余儀なくされている方々の積極的な採用に
ついて、事業主の皆さまのご理解とご協力をお願いします。
　なお、ハローワーク等で個別支援等の就労に向けた支援を受けている就職氷河期世代の方（雇入れ日時点の満年
齢が35歳以上55歳未満で、過去５年間に正規雇用労働者として雇用された期間が通算1年以下、かつ過去1年間に
正規雇用労働者として雇用されたことがない方）を、ハローワーク等の紹介で正規雇用労働者として新たに雇用す
る事業主に対しては、特定求職者雇用開発助成金（就職氷河期世代安定雇用実現コース）が支給されます。この
助成金を受給するためには、一定の要件・条件がありますので、詳しくは鹿児島労働局職業対策課（☎099-219-
8713）またはハローワークへお問い合わせください。

就職氷河期世代に対する活躍支援について
鹿児島労働局訓練室

県内の雇用失業情勢について
鹿児島労働局職業安定課

【令和２年８月分】
　県内有効求人倍率　　　　　1.08倍（前月比0.01P増）
　全国平均有効求人倍率　　　1.04倍（前月比0.04P減）

　県内正社員有効求人倍率　　0.89倍（前年同月比0.13P減）
　全国正社員有効求人倍率　　0.78倍（前年同月比0.35P減）

※  　本県の雇用失業情勢は、新型コロナウイルス感染症の影響で退
職した方の新規登録が落ち着いてきたことや、一部の事業所で求
人を再開する動きが見られたことにより、７ヶ月ぶりに有効求人倍率
が前月を上回りました。しかしながら、引き続き感染が拡大してい
るため、多くの産業で新規求人の提出に慎重になっており、依然と
して先行きが不透明となっていることから、今後の求人・求職の動
向等を注視してまいります。

各種助成金、活用してみませんか？
鹿児島労働局職業対策課

　労働局長の認定を受けた支援計画に沿って障害者の職場定着のた
めの取組を行う事業主を支援します！

【障害者雇用安定助成金】　　次の２つのコースがあります。　
●　障害者職場定着支援コース　●
　障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直し等の措置を講じた
場合に助成する制度です。
●　障害者職場適応援助コース　●
　職場適応・定着に特に課題を抱える障害者に対して、職場適応援
助者（ジョブコーチ）による直接的・専門的な支援を提供した場合
に助成する制度です。
　ご相談は、県内ハローワークまたは職業対策課（☎099-219-
8712）へお問い合わせください。

マンガ監修：中災防　ミヤチヒデタカ
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石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について
（公社）鹿児島県労働基準協会　

　令和２年８月21日付け鹿児島労働局長より石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について通
達がありましたのでお知らせ致します。

※ 紙面の都合で具体的な改正趣旨、内容等は割愛し、本会ホームページに掲載いたしましたのでご了承願い
ます。

鹿労発基 0821 第1号の３
令 和 ２ 年 ８ 月 21 日

公益社団法人　鹿児島県労働基準協会
事務局長　殿

鹿児島労働局長　　
石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について

　皆様におかれましては、平素より労働基準行政の推進に格段のご理解、ご協力を賜り厚く御礼申
し上げます。
　発がん性など高い有害性を有する石綿（アスベスト）については、平成18年９月1日に製造、輸入、
譲渡、提供又は使用が原則禁止されています。ただし、禁止される前には主に建築用材料として、様々
な用途で広範に使用されていたため、今なお現存する多くの建築物、工作物又は船舶に石綿含有材
料が残されています。
　これらの建築物、工作物又は船舶を解体又は改修するときに、適切な措置を講じなければ、石綿
含有材料から石綿等の粉じんが飛散し、作業を行う方や周囲の方が石綿等を吸い込むおそれがあり
ます。
　このため、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号。以下「法」という。）に基づき、石綿障害予
防規則（平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。）を定め、建築物、工作物又は船
舶の解体又は改修作業を行う場合に実施すべき措置を罰則付きで義務づけてきたところです。
　しかしながら、石綿則で義務づけている作業開始前の石綿等の使用の有無の調査や、労働基準監
督署への届出が適切になされていない事例、石綿等が使用されている建築物等を解体又は改修する
ときに必要な措置を実施していない事例が散見されていることから、厚生労働省において開催した

「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」の議論を踏まえ、建築物、工作物
及び船舶の解体工事及び改修工事における石綿等へのばく露による健康障害を防止するため、石綿
則等を改正するとともに、改正後の石綿則に基づく告示を制定しました。具体的な改正趣旨、内容
等は下記のとおりです。
　石綿により肺がん、中皮腫等に罹患し労災認定された方の数は、昨年度は1,200名を超えており（建
設業や船舶製造又は修理業で特に多い。）、今後建築物等の老朽化等に伴い解体工事又は改修工事が
増えると予想されていることからも、関係団体の皆様におかれましては、会員企業その他関係者の
皆様方に対し、改めて石綿対策の重要性も含め改正趣旨、内容等の周知にご協力を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。
　なお、改正趣旨、内容等の周知にご活用いただけるよう、パンフレットも併せてお送りいたします。
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石綿は平成18年(2006年)9月から輸入、製造、使用などが禁止(罰則あ
り)されていますが、それより以前に着工した建築物・工作物・船舶は石
綿が使用されている可能性が高く、解体工事・改修工事で飛散した石綿の
粉じんを吸い込むと、肺がんや中皮腫を発症するおそれがあります。適切
な対策の実施が必要です。

建築物・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの

改修工事に対する石綿対策の規制が強化されます

■工事対象となる全ての部材について、石綿が含まれているかを事前に
設計図書などの文書と目視で調査し（事前調査）、調査結果の記録を
３年間保存することが義務になります（令和３年４月～）

■建築物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等に
行わせることが義務になります（令和５年10月～）

工事開始前の石綿の有無の調査

解体改修工事の受注者（解体改修工事実施者）の皆さま

■石綿が含まれている保温材等の除去等工事の計画は１４日前までに
労働基準監督署に届け出ることが義務になります（令和３年４月～）

■一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、事前調査
の結果等を電子システム（スマホも可）で届け出ることが義務になり
ます（令和４年４月～）

工事開始前の労働基準監督署への届出

■除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者による石綿等の
取り残しがないことの確認が義務になります（令和３年４月～）

吹付石綿・石綿含有保温材等の除去工事に対する規制

■石綿が含まれている仕上塗材をディスクグラインダー等を用いて除去
する工事は、作業場の隔離が義務になります（令和３年４月～）

■石綿が含まれているけい酸カルシウム板第１種を切断、破砕等する
工事は、作業場の隔離が義務になります（令和２年10月～）

■石綿が含まれている成形板等の除去工事は、切断、破砕等によらない
方法で行うことが原則義務になります（令和２年10月～）

石綿含有仕上塗材・成形板等の除去工事に対する規制

■石綿が含まれている建築物、工作物又は船舶の解体・改修工事は、
作業の実施状況を写真等で記録し、３年間保存することが義務に
なります（令和３年４月～）

写真等による作業の実施状況の記録

１
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11 月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です。 

 

「しわ寄せ」防止特設サイト  https://work-holiday.mhlw.go.jp/shiwayoseboushi/ 

鹿児島労働局雇用環境・均等室 (℡099-223-8239) 
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＜問い合わせ先＞

　公益社団法人　建設荷役車両安全技術協会　鹿児島県支部

　鹿児島市卸本町 6番地 12（オロシティーホール内）
　TEL�099（260）0615　　FAX�099（260）0646
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令和２年度全国労働衛生週間説明会を開催しました
（公社）鹿児島県労働基準協会　

　当協会大島支部では、本年度の全国労働衛生週間（10月1日～７日）を前に９月に奄美市（51名）と瀬戸内町（17
名）の２会場で、安全衛生担当者等が参加し説明会を開催しました。

　今回は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として規模
を縮小し、検温、マスク着用、手消毒等を行うなどの協力を頂
きましたが、新しい生活様式の定着が進んでおりスムーズに開
催することができました。

　各会場では、名瀬労働基準監督署の池濱署長、是枝監督・安
衛課長、今西担当官より全国労働衛生週間の取り組み、働き方
改革関連法、災害事例、感染症対策等多岐にわたり説明を頂き
ました。

　また、令和３年度から改正予定の石綿障害予防規則等についても、資料をもとに省令案の概要の説明に参加者は聞
き入っていました。

　衛生週間を機に、労働災害の撲滅と労働衛生管理活動の一層の促進を祈念し説明会を終了しました。

　なお、一部の地域で説明会を開催できなかったため、参考資料を希望される場合は、遠慮なく当支部（℡
0997-53-5487）へお問い合わせ下さいませ。

令和２年度第２回作業環境測定士試験のご案内
（公社）鹿児島県労働基準協会　

　（公財）安全衛生技術試験協会は、令和２年度第２回作業環境測定士試験を次により実施すると発表しましたので
ご案内致します。

試 験 の 種 類：第二種作業環境測定士試験
試 験 期 日：令和３年２月16日（火）
試験地及び試験場：久留米市（福岡県）・・・九州安全衛生技術センター
受験申請書の受付：令和２年11月２日（月）～ 12月２日（水）
受 験 願 書 等：当協会本部（℡099-226-3621）又は、九州安全衛生技術センター
　　　　　　　　　（℡0942-43-3381）に請求して下さい。
　　　　　　　　　試験案内は、安全衛生技術試験協会のホームページに掲載されています。

※その他必要な事項については、安全衛生技術試験協会（℡03-5275-1088）へお問い合わせ下さい。�

　支部たより　　　 　　
常時横幕　中災防用品
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開催日時及び会場

日 時間 会場 内容 定員

１
令和２年
12月３日

(木)

13:30
~

15:30

鹿児島県医師会館
（鹿児島市中央町8番地1）
注：専用駐車場はございませんの
で、公共の交通機関をご利用くだ
さい。

・ハラスメント防止コンサル
タント講演

・働き方改革取組企業の事例
発表

・個別相談会

160
名

２
令和２年
12月８日

(火)

13:30
~

15:30
川内文化ホール
（薩摩川内市若松町3番１０号） ・ハラスメント防止コンサル

タント講演
・「働き方改革推進支援セ

ンター」サポート事例
発表

・個別相談会

50名

３
令和２年
12月10日

(木)

13:30
~

15:30

霧島市役所
行政庁舎別館４階大会議室

（霧島市国分中央三丁目45番1
号）

50名

４
令和２年
12月14日

(月)

13:30
~

15:30
鹿屋商工会議所
（鹿屋市新川町600番地 ） 50名

働き方改革推進・
ハラスメント実践セミナー

問合せ先 鹿児島労働局 雇用環境・均等室
（鹿児島市山下町１３番２１号）

TEL：099-223-8239 FAX:099-223-8235

時間外労働の上限
（中小企業：2020年4月1日）

パワハラ対策の義務
（中小企業：202２年4月1日）

◆ 実務上の取組とは
◆ 企業が注意すべきポイントとは

対象：企業経営者・人事労務担当者

主催：鹿児島労働局 鹿児島経営者協会 鹿児島県医師会

正規・非正規間の
不合理な待遇差解消

（中小企業：2021年4月1日）

後援：鹿児島県 鹿児島市 霧島市
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令和２年12月　講習開催のご案内
鹿児島教習所実施分（鹿児島市七ツ島1-6-2）

問い合わせ・申込書取り寄せ先：本部
TEL099-226-3621　FAX099-226-3622

鹿児島基準協会 検索

〈備考〉　1　申込者多数の場合、受付期間内でも締め切り又は、講習科目によっては日程を延長し実施する場合があります。
　　　　２　詳細につきましては、ホームページをご覧いただくか、案内書をお取り寄せください。
　　　　３　新型コロナウイルス感染拡大等の状況によりましては、急遽、中止又は延期する場合があります。予めご了承ください。

曽於地区での講習会のお知らせ 志布志支部での受付になりますので、直接お問い合わせください。
TEL099-472-4877　FAX099-472-4833

講　習　名 講　習　日 受付期間 受講料テキスト代
（消費税込） 科目免除者又は受講資格

ガ ス 溶 接 技 能 講 習 12/16～12/17 11/24～11/26 会員　　　9,180円
一般　　　9,680円

薩摩川内地区での講習会のお知らせ 川内支部での受付になりますので、直接お問い合わせください。
TEL0996-25-1377　　FAX0996-41-3936　

講　習　名 講　習　日 受付期間 受講料テキスト代
（消費税込） 科目免除者又は受講資格

[普通自動車運転免許証写し必要]
高 所 作 業 車 運 転 技 能 講 習 1/18～1/19 12/14～12/18

【全科目者】　　　
会員　　31,270円
一般　　32,270円

【科目免除者】　　
会員　　30,170円
一般　　31,170円

【受講資格】
・普通自動車運転免許所持者
【科目免除者】
・移動式クレーン運転士免許所持者
・小型移動式クレーン運転技能講習修了者

講　　習　　名 講 習 日 受付期間 受講料テキスト代
（消費税込） 科目免除者又は受講資格

技
　
　
　
能
　
　
　
講
　
　
　
習

玉　　　　 掛　　　　 け 12/7～12/9 11/9～11/13

【全科目者】　　　　
会員　　22,470円
一般　　23,470円

【科目免除者】　　　
会員　　20,270円
一般　　21,270円

【科目免除者】
・クレーン・デリック運転士、移動式ク

レーン運転士、揚貨装置運転士免許
所持者

・床上操作式クレーン運転技能講習修了者
・小型移動式クレーン運転技能講習修了者

酸 素 欠 乏・ 硫 化 水 素 危 険
作　 業　 主　 任　 者 12/9～12/11 11/9～11/13 会員　　18,800円

一般　　19,800円

小 型 移 動 式 ク レ ー ン 運 転 12/14～12/16 11/16～11/20

【全科目者】　　　　
会員　　28,970円
一般　　29,970円

【科目免除者】　　　
会員　　26,770円
一般　　27,770円

【科目免除者】
・クレーン・デリック運転士､揚貨装

置運転士免許所持者
・玉掛け技能講習修了者
・床上操作式クレーン運転技能講習修

了者

有 機 溶 剤 作 業 主 任 者 12/17～12/18 11/16～11/20 会員　　13,080円
一般　　14,080円 ※会場がオロシティーホールとなります。

ガ 　 ス 　 溶 　 接 12/19～12/20 11/16～11/20 会員　　　9,180円
一般　　　9,680円

[普通自動車運転免許証写し必要]
フ ォ ー ク リ フ ト 運 転

【全科目者】
1/4～1/8

11/30～12/4

【全科目者】　　　　
会員　　31,450円
一般　　32,450円

【受講資格】
・普通自動車運転免許所持者

【科目免除者】
1/4～1/5

【科目免除者】　　　
会員　　20,450円
一般　　21,450円

【科目免除者】
・大型特殊自動車運転免許所持者
　（キャタピラー車限定を除く）

床 上 操 作 式 ク レ ー ン 運 転 1/4～1/6 11/30～12/4

【全科目者】　　　　
会員　　29,280円
一般　　30,280円

【科目免除者】　　　
会員　　27,080円
一般　　28,080円

【科目免除者】
・移動式クレーン運転士､揚貨装置運

転士免許所持者
・玉掛け技能講習修了者
・小型移動式クレーン運転技能講習修

了者

教
習

移動式クレーン運転実技教習
（ ５ ｔ 以 上 ）　[ 実 技 免 除 ] 12/7～12/12 11/9～11/13

【全科目者】　　　
会員　　91,565円
一般　　92,565円

【学科免除者】　　
　　　　81,400円

【学科免除者】
・学科試験に合格されている方
　（但し、講習初日の学科は必修科目

となっております。）

特
別
教
育

ロ　ー　 ラ　ー　 運　 転 12/15～12/16 11/16～11/20 会員　　17,100円
一般　　20,400円

低 圧 電 気 取 扱 12/21～12/22 11/24～11/27 会員　　16,115円
一般　　19,415円

そ
の
他

職 長 教 育 12/17～12/18 11/16～11/20 会員　　12,980円
一般　　16,280円

衛　 生　 推　 進　 者 12/25 11/24～11/27 会員　　　8,300円
一般　　　8,800円 ※会場がオロシティーホールとなります。


